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私
は
東
日
本
大
震
災
の
年
に
入
庁
し
、

早
い
も
の
で
今
年
の
春
で
８
年
目
を
迎

え
ま
す
。

　

私
は
震
災
の
直
後
、
こ
れ
か
ら
町
の

職
員
に
な
る
自
分
に
で
き
る
こ
と
は
何

か
と
考
え
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参

加
し
ま
し
た
。
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

は
、
学
生
や
定
年
退
職
し
た
人
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
方
が
参
加
し
て
い
ま
し
た
。

私
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
初
め
て
参

加
し
ま
し
た
が
、
普
段
出
会
え
な
い
人

た
ち
と
の
出
会
い
や
、
絶
対
に
経
験
で

き
な
い
出
来
事
な
ど
、
日
々
の
活
動
が

宝
物
の
よ
う
な
時
間
で
し
た
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
本
部
で
は
、
朝
に
打

ち
合
わ
せ
を
行
い
ま
す
。
依
頼
さ
れ
た

案
件
を
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
が
優
先
順
位
と
難
易
度
を
決

め
、
参
加
し
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

適
性
を
見
極
め
て
配
置
し
ま
す
。
私
は

力
仕
事
が
必
要
な
依
頼
を
よ
く
任
さ
れ

ま
し
た
。
そ
こ
で
驚
い
た
の
は
、
高
齢

者
か
ら
の
依
頼
が
と
て
も
多
か
っ
た
こ

と
で
す
。「
家
の
タ
ン
ス
が
倒
れ
て
元

に
戻
せ
な
い
」「
散
ら
か
っ
た
部
屋
を

片
付
け
る
手
伝
い
が
欲
し
い
」
依
頼
者

に
話
を
聞
く
と
、
頼
れ
る
家
族
が
い
な

い
人
や
、
独
り
身
の
人
が
ほ
と
ん
ど
で

し
た
。
依
頼
を
終
え
る
と
「
誰
に
も
頼

れ
ず
に
困
っ
て
い
た
。
本
当
に
助
か
っ

た
。
あ
り
が
と
う
」
と
涙
を
流
し
て
感

謝
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
あ
ら

た
め
て
人
の
役
に
立
つ
こ
と
は
素
晴
ら

し
い
と
感
じ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
自
分

の
住
ん
で
い
る
町
に
は
、
孤
独
な
高
齢

者
や
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
を
抱
え
た
町
民

が
い
る
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

さ
て
、
私
は
税
務
課
に
配
属
さ
れ
て

５
年
に
な
り
ま
す
。
税
務
課
の
窓
口
に

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
を
抱
え
た
町
民

が
訪
れ
ま
す
。
中
に
は
、
税
金
の
事
を

誰
に
も
相
談
で
き
ず
に
悩
ん
で
い
る
人

も
い
ま
す
。
他
人
に
話
し
に
く
い
こ
と

も
、
ゆ
っ
く
り
信
頼
関
係
を
築
い
て
い

き
、
話
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
「
胸
が

す
っ
き
り
し
た
」
と
安
心
し
、
笑
顔
で

去
っ
て
い
く
人
も
い
ま
す
。
そ
ん
な
瞬

間
、
震
災
で
の
経
験
と
重
な
る
時
が
あ

り
ま
す
。
誰
か
の
役
に
立
て
た
時
の
喜

び
は
あ
の
時
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
震
災

時
の
貴
重
な
経
験
を
忘
れ
ず
に
、
こ
れ

か
ら
も
人
の
役
に
立
て
る
職
員
に
な
れ

る
よ
う
励
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

中村　大地
柴田町税務課

人の役に立てる職員を目指して
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【風の景色】

　朝日が松島湾の島々から昇って
いくところを撮影しました。毎年、
大勢の方々が初日の出を見るため
に松島町を訪れます。厳寒の中、
松島から望む日の出風景は、一見
の価値があります。ぜひとも松島
町にお越しください。

松島湾の日の出
（松 島 町）
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県
へ
の
要
望

県
知
事
、
県
議
会
議
長
に
要
請
・
意
見
交
換

	
　
─
平
成
31
年
度
の
県
予
算
編
成
、
施
策
に
む
け
て
─

写真上／村井嘉浩・県知事（右から６
人目）に要望書を手渡す村上会長（同
８人目）と本会町村長
写真右下／中島源陽・県議会議長（左）
村上会長（右）
写真左下／意見交換会（仙台市・江陽
グランドホテル）

　

県
町
村
会
は
、
11
月
６
日
、
平
成

31
年
度
県
予
算
編
成
並
び
に
施
策
に

関
す
る
要
望
37
項
目
と
特
別
要
望
１

項
目
に
つ
い
て
、
県
知
事
、
県
議
会

議
長
に
要
望
書
を
手
渡
し
、
意
見
を

交
わ
し
ま
し
た
。

　

村
上
英
人
・
会
長
（
蔵
王
町
長
）
は
冒
頭
あ
い
さ

つ
に
立
ち
、
重
点
要
望
項
目
（
①
東
日
本
大
震
災
か

ら
の
復
旧
復
興
に
対
す
る
財
政
支
援
制
度
の
継
続
、

②
市
町
村
の
都
市
計
画
の
決
定
・
変
更
に
係
る
協
議

ル
ー
ル
に
お
け
る
留
意
事
項
の
策
定
、
③
学
校
施
設

へ
の
空
調
設
備
の
設
置
）に
つ
い
て
要
請
し
た
ほ
か
、

④
特
別
要
望
・
東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
開
催
へ
の
機
運
醸
成
に
つ

い
て
要
請
し
ま
し
た
。

　

村
井
県
知
事
は
、
概
ね
①
「
被
災
自
治
体
の
意
向

を
踏
ま
え
財
源
の
確
保
に
努
め
た
い
。
沿
岸
部
へ
の

職
員
の
応
援
派
遣
を
引
き
続
き
お
願
い
し
た
い
。」

②
「
協
議
ル
ー
ル
の
明
確
化
に
向
け
、
協
議
要
領
を

策
定
し
、
事
務
手
続
き
の
適
正
、
円
滑
な
処
理
を
図

り
た
い
。」
③
「
当
面
は
国
の
臨
時
特
例
交
付
金
を

活
用
す
る
ほ
か
、
公
立
学
校
施
設
整
備
期
成
会
を
核

に
国
に
要
望
し
て
い
く
。
④
「
サ
ッ
カ
ー
競
技
会
場

の
利
府
町
や
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
町
を
は
じ
め
県
全
体
で

機
運
の
醸
成
を
図
り
た
い
。」
な
ど
、
語
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
県
副
知
事
・
各
部
局
長
と
の
意
見
交
換

会
に
う
つ
り
、
政
務
委
員
会
の
各
部
会
長
か
ら
懸
案

事
項
を
説
明
、
意
見
を
交
わ
し
ま
し
た
。

【
要
望
項
目
】

［
1
］
東
日
本
大
震
災
に
関
す
る
復
旧
・
復
興
対
策
［
2
］

町
村
財
政
基
盤
の
強
化
［
3
］
道
州
制
に
対
す
る
町
村
の
意

見
反
映
［
4
］
地
方
創
生
の
推
進
［
5
］
み
や
ぎ
発
展
税
及

び
企
業
立
地
促
進
税
制
［
6
］
水
素
社
会
の
促
進
［
7
］
総

合
補
助
事
業
メ
ニ
ュ
ー
の
拡
大
並
び
に
継
続
［
8
］
総
合
防

災
対
策
事
業
の
整
備
促
進
［
9
］
警
察
機
能
の
増
強
［
10
］

消
防
の
広
域
化
［
11
］
地
方
バ
ス
路
線
の
運
行
維
持
対
策
の

充
実
強
化
［
12
］
情
報
化
施
策
の
推
進
［
13
］
年
金
支
払
額

の
過
年
度
課
税
の
取
扱
い
［
14
］（
仮
称
）東
北
放
射
光
施
設

の
整
備
［
15
］
旧
鉱
物
採
掘
区
域
災
害
対
策
へ
の
支
援
強
化

［
16
］
河
川
・
海
岸
等
の
整
備
促
進
［
17
］
道
路
整
備
事
業

の
促
進
［
18
］
宮
城
県
総
合
運
動
公
園
（
グ
ラ
ン
デ
ィ
21
）

周
辺
の
総
合
交
通
対
策
［
19
］
市
町
村
の
都
市
計
画
の
決

定
・
変
更
に
係
る
協
議
ル
ー
ル
に
お
け
る
留
意
事
項
の
策
定

［
20
］
農
業
対
策
の
充
実
強
化
［
21
］
森
林
・
林
業
対
策
の

推
進
［
22
］
水
産
業
対
策
の
充
実
［
23
］
野
生
鳥
獣
被
害
対

策
の
拡
充
［
24
］
松
島
湾
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
事
業
の
継
続
的
事

業
化
と
早
期
完
成
［
25
］
広
域
観
光
の
充
実
に
向
け
て
の
支

援
［
26
］
仙
台
北
部
中
核
都
市
建
設
の
促
進
［
27
］
企
業
誘

致
と
新
産
業
創
出
の
促
進
［
28
］
中
小
企
業
の
支
援
［
29
］

廃
棄
物
処
理
対
策
へ
の
支
援
［
30
］
住
民
の
安
全
・
安
心
な

生
活
環
境
の
確
保
［
31
］
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
推
進
事
業

［
32
］
国
民
健
康
保
険
の
安
定
的
運
営
［
33
］
地
域
の
保
健

医
療
［
34
］
社
会
福
祉
対
策
［
35
］
子
育
て
支
援
対
策
の
充

実
強
化
［
36
］
学
校
教
育
環
境
等
の
充
実
［
37
］
文
化
財
保

護
法
「
特
別
名
勝
松
島
」
に
係
る
区
域
指
定
の
見
直
し
等

【
特
別
要
望
】

東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大

会
開
催
へ
の
機
運
醸
成
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11
月
29
日
、
東
京
都
内
（
衆
・
参
議
院
議
員
会
館

な
ど
）
に
お
い
て
、
本
会
に
事
務
局
を
置
く
市
町
村

協
議
会
4
団
体（
全
国
山
村
振
興
連
盟
宮
城
県
支
部
、

全
国
過
疎
地
域
自
立
促
進
連
盟
宮
城
県
支
部
、
宮
城

県
ダ
ム
所
在
・
発
電
関
係
市
町
村
協
議
会
、
宮
城
県

市
町
村
水
産
業
振
興
対
策
協
議
会
）
は
、
合
同
で
本

県
関
係
の
国
会
議
員
に
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
課
題
を
説

明
し
、
そ
の
早
期
実
現
を
要
望
し
ま
し
た
。

　

11
月
28
日
、
東
京
都
内
（
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ

ニ
）
で
開
催
。
元
観
光
庁
長
官
・
公
益
財
団
法
人
大

阪
観
光
局
理
事
長
の
溝
畑 

宏 

氏
を
講
師
に
迎
え
ま

し
た
。
溝
畑
氏
は
「
宮
城
の
ス
ポ
ー
ツ
と
観
光
を
考

え
る
」
を
テ
ー
マ
に
宮

城
県
に
お
け
る
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
や
２
０
２
０
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
見
据

え
た
ス
ポ
ー
ツ
と
観
光

の
振
興
に
つ
い
て
講
演

し
ま
し
た
。

「
北
海
道
胆
振
東
部
地
震
」
災
害
支
援

各
種
市
町
村
協
議
会
合
同
要
請

町
村
長
中
央
研
修

全
国
町
村
長
大
会
・
町
村
長
意
見
交
換
会

法
令
外
負
担
金
適
正
化
会
議

北
海
道
町
村
会
に
見
舞
金
を
贈
呈

宮
城
の
ス
ポ
ー
ツ
と
観
光
を
考
え
る

車
体
課
税
に
係
る
地
方
税
収
の
確
保
等
を
要
請

58
団
体
か
ら
の
要
請
内
容
を
協
議

　

11
月
13
日
、
県
自
治
会
館
に
お
い
て
開
催
。
市
町

村
の
財
政
担
当
課
長
等
が
出
席
し
、
各
種
団
体
（
関

係
58
団
体
）
か
ら
要
請
さ
れ
て
い
る
平
成
31
年
度
の

市
町
村
負
担
金
に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。
会
議
の

結
果
、
意
見
の
付
帯
を

含
む
53
団
体
の
負
担

金
を
承
認
す
る
こ
と

と
し
た
ほ
か
、
新
規
の

要
請
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
の

実
施
等
５
団
体
に
つ

い
て
は
、
代
表
委
員
４

名
に
よ
り
引
き
続
き

審
査
の
上
、
県
市
長

会
・
県
町
村
会
に
答
申

す
る
こ
と
と
さ
れ
ま

し
た
。

　

去
年
９
月
の
地
震
に
よ
り
甚
大
な
被
害
が
発
生
し

た
「
北
海
道
胆
振
東
部
地
震
」
災
害
に
関
し
て
、
本

会
よ
り
災
害
見

舞
金
５
０
０
万

円
を
贈
呈
す
る

こ
と
を
決
め
、

10
月
17
日
、
村

上
会
長
よ
り
棚

野
・
北
海
道
町

村
会
長
に
伝
達

し
ま
し
た
。

　

11
月
28
日
、
東
京
都
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ホ
ー
ル
）
に
お
い

て
全
国
町
村
長
大
会
が
開
か
れ
た
の
に
あ
わ
せ
、
本

県
関
係
国
会
議
員
等
と
の
意
見
交
換
会
を
東
京
都
内

（
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
）
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

意
見
交
換
会
に
は
県
内
21
町
村
長
等
が
出
席
し
、

大
会
に
お
け
る
決
議
・
要
望
等
の
実
現
に
つ
い
て
要

請
し
ま
し
た
。
特
に
、
今
大
会
に
お
け
る
緊
急
決
議

「
車
体
課
税
に
係
る
地
方
税
収
の
確
保
」
＝
社
会
資

棚野北海道町村会長（左）
村上会長（右）

本
の
老
朽
化
に
伴
い
道
路
や
橋
梁
等
の
整
備
・
維
持

補
修
に
要
す
る
経
費
の
増
大
が
今
後
確
実
で
あ
り
、

自
動
車
の
保
有
台
数
が
多
い
地
方
へ
の
影
響
も
多
大

で
あ
る
こ
と
＝
と
、
特
別
決
議
「
大
規
模
災
害
か
ら

の
復
旧
・
復
興
、
全
国
的
な
防
災
・
減
災
対
策
の
強

化
」
＝
近
年
に
お
け
る
甚
大
な
自
然
災
害
等
へ
の
対

策
＝
に
関
し
、
町
村
の
現
場
か
ら
そ
の
実
情
を
伝
え

意
見
を
交
わ
し
ま
し
た
。

山
村
、過
疎
、ダ
ム
・
発
電
、水
産
協
／
国
に
要
望
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学校事故を
めぐる法的問題2

相
談
者
（
Ａ
さ
ん
）
前
回
は
学
校
事
故
に
つ
い
て
国

家
賠
償
法
一
条
と
二
条
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

得
る
こ
と
を
教
え
て
頂
き
ま
し
た
の
で
、
今
回
は
具

体
的
な
裁
判
例
を
紹
介
し
て
下
さ
い
。

弁
護
士　

今
回
は
、「
公
の
営
造
物
の
設
置
又
は
管

理
の
瑕
疵
」
と
い
う
国
家
賠
償
法
二
条
の
裁
判
例
を

紹
介
し
ま
す
。
一
つ
目
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
審
判
台

が
転
倒
し
た
事
案
で
す
。
幼
児
が
町
立
中
学
校
の
審

判
台
に
上
が
っ
て
遊
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
座
席
後
部

の
背
当
て
に
な
っ
て
い
る
鉄
パ
イ
プ
を
両
手
で
握
っ

て
降
り
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
審
判
台
が
転
倒
し
、

そ
の
下
敷
き
に
な
っ
て
死
亡
し
た
と
い
う
事
実
関
係

で
す
。
下
級
審
で
あ
る
仙
台
地
裁
、
仙
台
高
裁
は
い

ず
れ
も
町
の
責
任
を
認
め
た
の
で
す
が
、
最
高
裁
平

成
五
年
三
月
三
〇
日
判
決
は
、
本
来
の
使
用
方
法
の

も
と
で
は
審
判
台
自
体
に
は
転
倒
の
危
険
性
が
無

く
、
審
判
台
の
後
部
か
ら
降
り
る
と
い
う
行
為
は
通

常
予
測
し
得
な
い
異
常
な
用
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
理
由
と
し
て
町
の
責
任
を
否
定
し
ま
し
た
。

Ａ
さ
ん　

こ
の
事
案
は
、
そ
の
学
校
の
生
徒
で
は
な

く
、
外
部
か
ら
遊
び
に
来
た
幼
児
が
事
故
に
遭
っ
た

よ
う
で
す
が
、
親
は
付
き
添
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

弁
護
士　

事
故
当
時
は
、
中
学
校
は
夏
休
み
で
し
た

が
、
近
所
の
住
民
の
遊
び
場
と
し
て
開
放
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
す
。
幼
児
の
親
が
親
戚
と
中
学
校
の
テ
ニ

ス
コ
ー
ト
で
テ
ニ
ス
に
興
じ
て
お
り
、
一
緒
に
連
れ

て
き
て
い
た
五
歳
の
幼
児
が
審
判
台
で
遊
ん
で
い
た

よ
う
で
す
。

Ａ
さ
ん　

今
教
え
て
頂
い
た
事
情
は
判
決
に
影
響
し

た
の
で
し
ょ
う
か
。

弁
護
士　

間
違
い
な
く
影
響
し
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
判
決
は
、
開
放
さ
れ
た
学
校
の
校
庭
に
お
け
る

安
全
に
つ
い
て
、
学
校
に
全
て
の
責
任
を
負
わ
せ
る

法律に強くなる!
連載【まちづくりの法律相談】　第93回

こ
と
に
な
る
と
、
校
庭
は
一
般
市
民
に
対
し
て
閉
ざ

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
幼
児
は
危
険
な
路
上
で
遊
ぶ

こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
ま
で
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
幼
児
の
安
全
を
確
保
す
る
の
は
一
次
的
に

は
そ
の
保
護
者
に
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
親
が
テ

ニ
ス
に
興
じ
て
い
る
際
に
も
、
同
伴
し
て
い
た
幼
児

の
動
静
に
留
意
し
て
危
険
な
行
動
に
出
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
看
守
し
た
り
、
制
止
す
べ
き
だ
っ
た
と
も

指
摘
し
て
い
ま
す
。

Ａ
さ
ん　

こ
の
判
決
の
よ
う
に
、
通
常
予
測
し
得
な

い
異
常
な
用
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
て

自
治
体
の
責
任
を
否
定
し
た
判
決
は
他
に
も
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

弁
護
士　

千
葉
地
裁
木
更
津
支
部
平
成
七
年
九
月

二
六
日
判
決
が
同
様
の
判
断
を
下
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
小
学
生
が
中
学
校
に
あ
る
球
技
用
の
ゴ
ー
ル
ポ

ス
ト
で
遊
ん
で
い
た
際
に
、
ゴ
ー
ル
ポ
ス
ト
が
倒
れ

て
下
敷
き
に
な
り
、
大
き
な
怪
我
を
負
っ
た
事
案
で

す
。
裁
判
所
は
、
ゴ
ー
ル
ポ
ス
ト
は
相
当
の
重
量
が

あ
り
、コ
の
字
型
に
地
面
と
接
し
て
い
た
か
ら
、ネ
ッ

ト
に
寄
り
か
か
る
程
度
の
遊
び
を
し
て
も
転
倒
す
る

よ
う
な
状
況
に
は
な
か
っ
た
と
し
、
本
件
事
故
の
原

因
は
、
児
童
二
人
が
ゴ
ー
ル
ポ
ス
ト
に
固
定
し
て

あ
っ
た
ネ
ッ
ト
を
ブ
ラ
ン
コ
の
よ
う
に
体
重
を
か
け

て
前
後
に
揺
さ
ぶ
っ
て
遊
ん
で
い
た
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
衝
撃
が
ゴ
ー
ル
ポ
ス
ト
に
伝
わ
り
、
前
後
に
対

す
る
振
幅
を
大
き
く
し
た
結
果
転
倒
し
た
と
認
定
し

ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
遊
び
方
は
本
件
ゴ
ー
ル
ポ
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連載【まちづくりの法律相談】

ス
ト
の
本
来
の
用
法
と
異
な
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

設
置
管
理
者
の
通
常
予
測
し
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
、
事
故
は
ゴ
ー
ル
ポ
ス
ト
の
安
全
性
の
欠
如

に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
学
校
の
設
置

管
理
者
で
あ
る
市
の
責
任
を
否
定
し
ま
し
た
。

Ａ
さ
ん　

前
回
、
国
家
賠
償
法
二
条
の
「
設
置
又
は

管
理
の
瑕
疵
」
は
客
観
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、

予
見
可
能
性
等
の
主
観
的
な
側
面
を
併
せ
持
つ
こ
と

が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
説
明
が
あ
り
ま
し
た

が
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

弁
護
士　

そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
瑕
疵
の
有
無
は
通

常
有
す
べ
き
安
全
性
、
す
な
わ
ち
通
常
の
用
法
に
即

し
て
、
通
常
予
想
さ
れ
る
危
険
性
に
対
し
て
安
全
性

を
欠
く
か
否
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
、
通
常
予
測
し
得
な
い
よ
う
な
被
害
者
の

行
動
に
よ
っ
て
人
身
事
故
が
発
生
し
た
よ
う
な
場
合

に
は
瑕
疵
を
否
定
す
る
と
い
う
考
え
方
に
な
り
ま

す
。

Ａ
さ
ん　

通
常
予
想
さ
れ
る
危
険
性
と
か
、
通
常
予

測
し
得
る
か
否
か
と
い
っ
た
判
断
自
体
と
て
も
難
し

い
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
。

弁
護
士　

そ
う
で
す
ね
。
判
断
が
分
か
れ
る
場
合
も

あ
り
得
ま
す
。
横
浜
の
市
立
中
学
校
に
お
い
て
、
清

掃
作
業
中
に
ほ
う
き
を
振
り
回
し
て
ホ
ッ
ケ
ー
遊
び

を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
ほ
う
き
の
先
端
部
分
が
飛
ん

で
生
徒
の
左
眼
に
当
た
り
、
視
力
障
害
を
来
し
た
と

い
う
事
故
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
場
合
の
瑕
疵
の
存

否
に
つ
き
、
Ａ
さ
ん
は
ど
う
考
え
ま
す
か
。

Ａ
さ
ん　

ほ
う
き
を
使
っ
て
ホ
ッ
ケ
ー
遊
び
を
す
る

と
い
う
こ
と
は
通
常
の
用
法
で
は
な
く
、
予
測
が
不

可
能
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
市
の
責
任
は
否
定
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

弁
護
士　

実
は
横
浜
地
裁
平
成
四
年
七
月
二
七
日
判

決
は
Ａ
さ
ん
と
同
じ
感
覚
で
市
の
責
任
を
否
定
し
て

い
ま
す
。
ほ
う
き
の
先
端
部
分
の
半
分
が
欠
け
て
い

た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
清
掃
の
能
率
に
影
響
す
る
こ

と
が
あ
っ
て
も
、
通
常
の
使
用
に
供
す
る
限
り
は
特

に
危
険
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
管
理
に
瑕

疵
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
と
判
断
し
て
い
ま
す
。

Ａ
さ
ん　

私
も
同
じ
よ
う
に
考
え
ま
し
た
。

弁
護
士　

し
か
し
な
が
ら
、
控
訴
審
の
東
京
高
裁
平

成
五
年
八
月
三
一
日
判
決
は
、
管
理
の
瑕
疵
が
あ
る

と
し
て
横
浜
市
の
責
任
を
認
め
た
の
で
す
。判
決
は
、

事
故
の
数
ヶ
月
前
か
ら
ほ
う
き
を
用
い
た
ホ
ッ
ケ
ー

遊
び
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
担
任
教
諭
も
知
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
ほ
う
き
が
清
掃

以
外
の
遊
び
に
使
わ
れ
て
振
り
回
さ
れ
る
等
に
よ
っ

て
衝
撃
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
予
測
で
き
た
と
し
ま

し
た
。
し
た
が
っ
て
、
ほ
う
き
が
通
常
有
す
べ
き
安

全
性
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
振
り
回
さ
れ
る

等
し
て
相
当
の
衝
撃
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
考
慮
に

い
れ
て
安
全
性
が
具
備
さ
れ
て
い
た
か
否
か
を
判
断

す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
衝
撃
の
加
え
方
に

よ
っ
て
は
先
端
部
分
が
飛
ん
で
周
囲
の
人
や
器
物
に

ぶ
つ
か
っ
て
損
傷
を
与
え
る
危
険
性
が
あ
っ
た
と
推

認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
ほ
う
き
は
通
常
有
す
べ

き
安
全
性
を
欠
い
て
い
る
と
判
示
し
て
、
横
浜
市
の

責
任
を
認
め
ま
し
た
。

Ａ
さ
ん　

自
治
体
に
は
厳
し
い
判
決
で
す
が
、
こ
れ

か
ら
は
、
そ
う
し
た
リ
ス
ク
も
勘
案
し
て
学
校
の
運

営
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
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よくわかる地方自治 《行政財産の貸付けについて》

とし、又はこれに私権を設定することができる。」
と規定されており、行政財産のように行政執行上、
直接使用されるべきものではなく、その経済的価
値を保全発揮することにより、間接的に普通地方
公共団体の行政に貢献することとなるものであり、
原則として一般私法の適用を受け管理処分される
とされています。

設問について

　本設問についてみていきます。まず、当該町有
地は住民の一般的な共同利用に供することを目的
に保育所として利用されていたことから、行政財
産となります。行政財産の貸付けについては法第
238 条の 4第 1項で、私法上の関係において運用
することが禁止されていますが、同条第 2項に、
貸し付け又はその使用を許可できる場合が規定さ
れており、当該規定に該当するかどうかが 1つ
のポイントとなります。同条同項第 1号では、「普
通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の
上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着
する工作物であって当該行政財産である土地の供
用の目的を効果的に達成することに資すると認め
られるものを所有し、又は所有しようとする場合」
が規定されています。今回のケースでは、社会福
祉法人が子育て支援という行政目的を効果的に行
うべく、設置を予定する保育園のために土地を借
り受けるものであり、一見該当しているように見
えますが、第 1号は空港ターミナルビルの底地
貸付けや港湾における荷揚げ施設・倉庫等の底地
貸付けなど、本来の行政財産の効用を高めるため

の付属的な建物等の所有を目的としているものに
ついて、行政財産の用途又は目的を妨げない限度
において貸し付けることが出来ると解されている
ことから、主要な施設の設置のための貸付けとな
る今回のケースは同号には該当しないものと考え
られます。
　また、法第 238 条の 4 第 7 項の行政財産の目
的外使用許可の規定について該当し得るかどうか
ですが、こちらに関しては一時的な使用を前提と
しており、行政財産の用途又は目的以外の使用に
あっては、その期間はなるべく短いことが望まし
く、通常 1年以内が原則とされているため、長
期的な常設の保育園設置となる今回のケースは該
当しないものと考えられます。
　よって、本設問の場合は普通財産への用途変更
を行った上で、普通財産として貸付けを行うこと
が適当であると考えられます。

　人口減少や施設の老朽化など、今後、行政財産
である公共施設等の維持が困難となり、その有効
利用についても大きな行政課題となっていくこと
が想定されます。
　しかしながら、そうした中でも行政財産はその
目的を妨げない限度において、私法上の運用や目
的外使用が制限されていることを十分認識の上、
利活用について検討していくことが求められます。

宮城県総務部市町村課行政第一班
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よくわかる地方自治 Q&A
当町では、老朽化により町で運営していた
保育所を取り壊し、そこで新たに保育事業
を行う社会福祉法人に町有地を貸し付け

る予定です。社会福祉法人は借り受けた町有地に保
育園を建設し、運営を行う予定ですが、この場合、
どのような財産区分で貸付けが可能となるのか教え
て下さい。　

Q.

普通地方公共団体の財産

普通地方公共団体の財産につ
いては、地方自治法（以下「法」

という。）上、公有財産、物品及び債権並びに基
金に分類され、それぞれその内容や管理方法が定
められています。不動産については公有財産に分
類されますので、公有財産について確認していき
ましょう。
　まず、公有財産は、行政財産と普通財産に分類
されます。
　行政財産とは、普通地方公共団体において公用
又は公共用に供し、又は供することと決定した財
産をいいます。「公用」に供する財産とは、普通
地方公共団体がその事務又は事業を執行するため
直接使用することをその本来の目的とする公有財
産をいい、庁舎や議事堂等を指します。また、「公
共の用」に供する財産とは、住民の一般的共同利
用に供することをその本来の目的とする公有財産
をいい、道路や病院、公園等の敷地及び建物等を
指します。
　一方、普通財産とは、行政財産以外の一切の公
有財産をいい、直接特定の行政目的のために供さ

れるものではなく、一般私人と同様の立場でこれ
を保持する財産となります。

公有財産の管理及び処分について

　行政財産の管理及び処分については、法第 238
条の 4 第 1 項に「行政財産は、次項から第 4項
までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、
交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若
しくは信託し、又はこれに私権を設定すること
ができない。」と規定されています。このように、
普通地方公共団体の行政財産の適正かつ効率的な
管理を期するため、原則として行政財産は私法上
の関係において運用することが禁止されています
が、法第 238 条の 4 第 2 項から第 4項までに定
めがある場合については、貸し付け又はその使用
を許可することができるとされているほか、同条
第 7項では「行政財産は、その用途又は目的を
妨げない限度においてその使用を許可することが
できる。」と目的外使用の許可についても規定さ
れています。
　一方で、普通財産の管理及び処分については、
法第 238 条の 5に「普通財産は、これを貸し付け、
交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的

A.
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日本農業の
展望

連続講義
　

前
回
は
、
過
去
半
世
紀
に
わ
た
る
我
々
の
食
生
活
の
大

き
な
変
化
と
、
世
界
の
穀
物
お
よ
び
食
肉
貿
易
の
変
化
を

概
観
し
た
。
そ
こ
で
今
回
は
、
こ
れ
ら
の
最
先
端
で
起
こ

り
つ
つ
あ
る
新
し
い
動
き
と
、
そ
こ
か
ら
予
想
さ
れ
る
今

後
の
可
能
性
を
い
く
つ
か
記
し
て
み
た
い
。

❖ 

６
つ
の
兆
候

　
「
変
化
は
辺
境
よ
り
生
じ
る
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
理

由
は
一
般
に
、
業
界
に
限
ら
ず
中
央
ほ
ど
仕
組
が
厳
格
で

あ
り
柔
軟
性
に
欠
け
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
食
料

と
農
業
に
関
す
る
変
化
を
俯
瞰
す
る
と
少
な
く
と
も
以
下

の
6
つ
の
特
徴
が
認
識
で
き
る
。

①
貿
易
品
目
の
集
約
化

　

大
豆
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
の
主
要
作
物
の
貿
易
量

が
増
加
す
る
一
方
で
、
マ
イ
ナ
ー
作
物
（
ソ
ル
ガ
ム
や

大
麦
な
ど
）
の
貿
易
量
は
減
少
す
る
。
こ
の
結
果
、
良

く
も
悪
く
も
画
一
化
が
進
行
す
る
。
な
お
、
中
東
や
西

ア
フ
リ
カ
諸
国
の
コ
メ
輸
入
な
ど
、
日
本
人
が
余
り
意

識
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
大
き
な
需
要
が
発
生
す
る
。

②
高
付
加
価
値
化

　

数
量
面
で
の
大
量
生
産
・
大
量
輸
送
は
そ
の
ま
ま
だ

が
、金
額
面
で
は
簡
単
な
加
工
や
味
付
け
を
施
し
た「
高

付
加
価
値
商
品
」
が
中
心
と
な
る
。
既
に
現
時
点
で
前

者
（
バ
ル
ク
商
品
）
は
米
国
の
農
産
物
輸
出
上
位
25
品

目
の
4
割
、
農
産
物
輸
出
の
3
割
に
過
ぎ
ず
、
輸
出
上

位
25
品
目
の
6
割
が
、
塩
味
の
ア
ー
モ
ン
ド
な
ど
の
高

付
加
価
値
商
品
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
イ
メ
ー
ジ
と
現
実

の
乖
離
が
大
き
い
。

③
技
術
革
新
の
影
響

　

食
品
用
の
３
D
プ
リ
ン
タ
ー
な
ど
の
新
技
術
が
各
所

で
実
用
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
安
価
な
普
及
品
だ
け
で
な

く
、
個
々
人
の
日
々
の
健
康
状
態
に
適
合
し
た
最
適
な

食
事
や
サ
プ
リ
メ
ン
ト
を
供
給
す
る
形
態
が
着
々
と
姿

を
現
し
つ
つ
あ
る
。

④
昆
虫
食

　

伝
統
的
に
昆
虫
を
食
し
て
い
た
地
域
だ
け
で
な
く
、

そ
の
他
の
国
々
に
お
い
て
も
増
加
す
る
中
間
層
へ
の
蛋

白
質
原
料
供
給
と
い
う
現
実
的
課
題
へ
対
応
す
る
た

め
、昆
虫
の
飼
料
化
や
食
料
化
の
実
験
等
が
進
展
す
る
。

た
だ
し
災
害
時
等
の
対
応
な
ど
法
的
枠
組
み
に
対
す
る

検
討
は
依
然
不
十
分
で
あ
る
。

⑤
食
の
安
全
に
対
す
る
懸
念

　

製
造
・
加
工
に
お
け
る
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
が
一
般
化
す
る

に
つ
れ
、
生
産
現
場
に
お
け
る
具
体
的
な
取
組
み
が
Ｇ

Ａ
Ｐ
の
形
で
普
及
す
る
。
こ
れ
と
並
行
し
、
流
通
に
お

け
る
原
材
料
・
容
器
・
輸
送
方
法
等
の
規
格
統
一
と
温

湿
度
管
理
等
の
先
端
科
学
技
術
を
備
え
た
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
が
国
内
外
で
拡
大
す
る
。

⑥
動
物
愛
護
・
福
祉

　

生
産
性
と
効
率
性
に
基
づ
く
産
業
動
物
の
飼
育
方
法

に
対
す
る
懸
念
が
拡
大
し
、
動
物
と
人
の
健
康
、
社
会

経
済
や
エ
コ
シ
ス
テ
ム
全
体
と
結
び
つ
い
た
動
物
福
祉

の
概
念
が
広
が
り
、
畜
産
生
産
か
ら
食
肉
加
工
・
流
通

の
全
て
に
お
い
て
、
そ
の
影
響
力
が
拡
大
す
る
。

　

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
既
に
各
所
で
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ

る
が
、
今
後
は
一
段
と
重
要
な
留
意
点
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
こ
で
は
、
将
来
的
に
１
０
０
億
に
達
す
る
で
あ

ろ
う
地
球
全
体
の
人
口
を
い
か
に
し
て
養
う
か
と
い
う
マ

ク
ロ
の
視
点
と
と
も
に
、
日
々
の
食
を
い
か
に
楽
し
み
創

り
上
げ
る
か
と
い
う
ミ
ク
ロ
の
視
点
だ
け
で
な
く
、
地
域

で
完
結
す
る
食
の
仕
組
み
を
い
か
に
構
築
す
る
か
と
い
う

ロ
ー
カ
ル
の
視
点
な
ど
が
複
層
的
に
入
り
込
ん
で
い
る
こ

と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

❖ 

農
業
政
策
の
対
象

　

こ
う
し
た
動
き
に
対
し
、
行
政
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し

て
き
た
か
を
、30
年
程
度
の
時
間
を
踏
ま
え
て
眺
め
る
と
、
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手
法
の
差
は
あ
る
も
の
の
共
通
し
た
傾
向
が
わ
か
る
。

　

か
つ
て
１
９
９
０
年
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
、
当
時

と
し
て
は
最
も
過
激
な
農
業
改
革
を
実
施
し
た
。
国
内
全

て
の
農
家
に
対
し
、
農
業
を
継
続
す
る
か
一
時
金
を
取
得

し
て
廃
業
す
る
か
の
二
者
択
一
を
迫
り
、
大
胆
な
合
理
化

を
進
め
た
。

　

米
国
は
１
９
９
６
年
農
業
法
で
、
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的

な
作
物
計
画
中
心
の
農
業
法
を
大
き
く
変
更
し
て
い
る
。

簡
単
に
言
え
ば
、
特
定
作
物
の
生
産
高
に
結
び
付
い
た
助

成
金
か
ら
別
枠
で
の
助
成
金
へ
と
の
変
更
で
あ
る
。
こ
の

考
え
方
は
Ｅ
Ｕ
も
基
本
は
同
じ
で
あ
り
、
Ｕ
Ｒ
／
Ｗ
Ｔ
Ｏ

交
渉
を
経
て
、
２
０
１
０
年
以
降
は
生
産
と
結
び
つ
い
た

助
成
金
の
支
払
い
を
廃
止
し
、
環
境
面
な
ど
公
共
財
的
側

面
を
重
視
す
る
形
に
政
策
の
力
点
は
変
化
し
て
き
て
い

る
。

　

米
国
の
場
合
、
実
際
に
は
既
存
の
仕
組
み
は
期
間
限
定

の
形
で
２
０
１
４
年
ま
で
継
続
し
た
。
現
在
の
政
府
支
出

と
し
て
は
、
①
災
害
・
緊
急
支
援
、
②
環
境
保
護
（
土
壌

保
全
計
画
）
の
み
と
し
、
残
り
は
自
由
な
市
場
取
引
の
結

果
、
各
農
家
や
流
通
業
者
自
身
が
責
任
を
負
う
形
に
集
約

し
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
市
場
取
引
に
お
け
る
価
格
変

動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
手
段
と
し
て
、③
作
物
収
入
保
険
、

が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
結
果
、
米
国
農
務
省
の

総
支
出
額
は
１
９
９
０
年
代
に
比
べ
、
現
在
で
は
３
分
の

１
程
度
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
財
政
支
出
の
削
減
と
い
う
視
点
を
含
め
て
農

業
政
策
を
見
る
と
、
各
国
で
条
件
闘
争
的
な
個
別
の
時
限

立
法
は
あ
る
も
の
の
、
中
長
期
的
に
は
個
々
の
農
家
の
保

護
か
ら
、
環
境
保
護
と
い
う
形
で
地
域
資
源
そ
の
も
の
を

守
る
形
へ
と
対
象
そ
の
も
の
が
大
き
く
シ
フ
ト
し
て
き
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
是
非
は
別
と
し
て
、
日
本
や
中
国

は
ま
だ
米
国
や
Ｅ
Ｕ
の
レ
ベ
ル
ま
で
は
行
き
つ
い
て
は
い

な
い
。❖ 

家
族
類
型
と
消
費
パ
タ
ー
ン
の
変
化

　

他
の
重
要
な
変
化
は
、
日
本
社
会
全
体
の
変
化
で
あ
る
。

１
９
７
０
年
当
時
、
日
本
の
全
世
帯
の
約
４
割
を
占
め
た

「
夫
婦
と
子
」
世
帯
は
年
々
減
少
し
、
２
０
４
０
年
に
は

約
20
％
に
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

１
９
７
０
年
当
時
約
20
％
の
「
単
独
世
帯
」
は
、
同
じ

２
０
４
０

年
に
は
約

40
％
に
な

る
よ
う
だ
。

　

人
間
社

会
の
最
小

構
成
単
位

で
あ
る
家

族
構
成
が

大
き
く
変

化
す
る
と

ど
う
な
る

か
。
そ
れ

は
人
間
関

係
の
変
化

だ
け
で
な

く
、
食
料
消
費
パ
タ
ー
ン
の
変
化
に
直
結
す
る
。
明
確
に

予
想
可
能
な
も
の
と
し
て
は
、
単
独
世
帯
に
お
け
る
加
工

食
品
消
費
の
増
加
で
あ
る
。

　

男
性
も
女
性
も
共
に
働
く
中
で
、
す
ぐ
に
食
べ
ら
れ
る

加
工
食
品
は
今
後
益
々
需
要
の
増
加
が
見
込
ま
れ
て
い

る
。
代
わ
り
に
減
少
が
見
込
ま
れ
る
も
の
は
外
食
需
要
や

生
鮮
食
品
需
要
で
あ
る
。
単
独
世
帯
で
は
必
要
に
応
じ
て

外
食
に
行
く
こ
と
も
あ
る
が
、
通
常
は
弁
当
や
惣
菜
等
を

購
入
し
食
べ
る
こ
と
の
方
が
既
に
一
般
的
で
あ
る
。ま
た
、

同
様
に
単
独
世
帯
で
は
生
鮮
食
品
の
購
入
も
本
当
に
必
要

な
時
以
外
は
手
を
出
し
に
く
い
。
そ
の
結
果
、
加
工
食
品

需
要
が
大
き
く
伸
び
る
こ
と
に
な
る
。

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

我
が
国
の
就
業
者
数
は
約
６
、０
０
０
万
人
で
あ
る
。

食
品
製
造
業
に
約
１
３
０
万
人
、
食
品
卸
・
小
売
業
に
約

５
５
０
万
人
、
飲
食
・
サ
ー
ビ
ス
業
に
約
２
９
０
万
人
と

す
れ
ば
、
食
品
産
業
全
体
で
約
１
、０
０
０
万
人
と
な
る
。

こ
れ
に
農
業
就
業
人
口
１
７
５
万
人
が
加
わ
る
。
５
人
に

１
人
は
食
と
農
に
関
係
し
て
い
る
仕
事
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
し
、
筆
者
の
よ
う
に
フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
の
外
側

に
ぶ
ら
下
が
る
人
間
を
加
え
れ
ば
関
係
者
は
さ
ら
に
多
く

な
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
回
は
何
を
す
べ
き

か
を
考
え
て
み
た
い
。

［
執
筆
者
〕
三
石
　
誠
司
（
み
つ
い
し
　
せ
い
じ
）

宮
城
大
学
食
産
業
学
群
（
経
営
学
系
）
教
授

宮
城
大
学
大
学
院
食
産
業
学
研
究
科
副
研
究
科
長
・
附
属
農
場
長

国
際
交
流
・
留
学
生
セ
ン
タ
ー
長

│ 連 続 講 義 │ 日 本 農 業 の 展 望 │
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新
し
い
年
を
心
豊
か
に
お

迎
え
に
な
ら
れ
た
こ
と
と
思

い
ま
す
。

　
今
号
の
町
村
会
の
う
ご
き

は
、
昨
秋
行
わ
れ
た
県
の
新

年
度
予
算
編
成
・
施
策
に
関

す
る
要
望
、
意
見
交
換
会
の

概
要
等
を
中
心
に
お
知
ら
せ

し
ま
し
た
。

　
大
寒
の
折
、
ご
健
康
を
お

祈
り
い
た
し
ま
す
。

▼
２
日　

正
副
会
長
会
議
、

臨
時
町
村
長
会
議
（
県
自
治

会
館
）

▼
２
日　

政
務
委
員
会
（
県
自
治
会
館
）

▼
５
日
（
〜
6
日
）
全
国
観
光
地
所
在
町
村

協
議
会
現
地
研
究
会
（
宮
崎
県
）
村
上
会
長

出
席

▼
５
日　

平
成
30
年
度
市
町
村
長
及
び
市
町

村
議
会
議
長
総
務
大
臣
表
彰
式
（
東
京
都
）

鈴
木（
前
）会
長
出
席

▼
11
日　

正
副
会
長
会
議
、町
村
長
会
議（
県

自
治
会
館
）

▼
12
日　

宮
城
県
市
町
村
等
非
常
勤
職
員
公

務
災
害
補
償
等
認
定
委
員
会（
県
自
治
会
館
）

▼
12
日　

農
業
農
村
政
策
研
修
（
県
自
治
会

館
）

▼
17
日　

北
海
道
東
北
六
県
町
村
会
会
長
会

議
（
青
森
県
）
村
上
会
長
出
席

▼
22
日
（
〜
11
月
1
日
）
全
国
自
治
協
会
第

54
回
海
外
地
方
行
政
調
査
（
ベ
ル
ギ
ー
、
オ

ラ
ン
ダ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
）
村
上
会
長
出

席▼
30
日　

平
成
30
年
度
沖
縄
「
宮
城
の
塔
」

慰
霊
祭
（
沖
縄
県
）
浅
野
副
会
長
出
席

▼
６
日　

町
村
長
政
策
説
明

会
（
県
自
治
会
館
）

▼
６
日　

県
知
事
、県
議
会
議
長
へ
の
要
望・

県
首
脳
部
と
の
意
見
交
換
会
（
仙
台
市 

江

陽
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
）

▼
６
日　

第
64
回
東
北
地
方
税
務
協
議
会

（
仙
台
国
税
局
）

▼
７
日　

税
務
担
当
課
長
等
研
修
（
県
自
治

会
館
）

▼
10
日　

七
ヶ
浜
町
町
制
施
行
60
周
年
記
念

式
典（
七
ヶ
浜
国
際
ホ
ー
ル
）村
上
会
長
出
席

▼
13
日　

法
令
外
負
担
金
適
正
化
会
議
（
県

自
治
会
館
）

▼
26
日
（
〜
27
日
）
東
部
地
区
（
北
海
道
・

東
北・関
東
）
町
村
会
会
長
会
議
（
千
葉
県
）

村
上
会
長
出
席

▼
28
日　

全
国
町
村
長
大
会
（
東
京
都 

Ｎ

Ｈ
Ｋ
ホ
ー
ル
）

▼
28
日　

町
村
長
中
央
研
修
（
東
京
都 

ホ

テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
）

▼
28
日　

県
知
事
・
県
議
会
議
長
・
国
会
議

員
等
と
の
意
見
交
換
会
（
東
京
都 

ホ
テ
ル

ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
）

▼
29
日　

全
国
山
村
振
興
連
盟
宮
城
県
支

部
、
全
国
過
疎
地
域
自
立
促
進
連
盟
宮
城
県

支
部
、
宮
城
県
ダ
ム
所
在
・
発
電
関
係
市
町

村
協
議
会
、
宮
城
県
市
町
村
水
産
業
振
興
対

策
協
議
会
、
合
同
に
よ
る
要
請
活
動
（
衆
・

参
議
院
議
員
会
館
）

月
11

月
10

  全国町村生協の　
　 共済事業について

  ～退職を予定されている
　　　　組合員の皆様へ～

　現職の組合員の皆様が、退職に当たって、
退職者組合員に移行していただきます（※）
と、在職中にご加入いただいた共済事業を
引き続き、終身でご利用いただくことがで
きます。（特定疾病保険は満 79 歳までの
加入となります。）

※移行に当たっては、次の要件があります。
１．本組合の職域に 25 年以上勤務し退職
された方

２．退職時に５年以上継続して本共済事業
を利用されていた方

　なお、退職組合員への移行については、
退職前に団体担当者の方を通じて「退職者
組合員加入承認申請書」を提出していただ
きますようお願いします。
　その後は団体を通さず、退職者組合員と
組合との直接の手続きとなります。
　
　詳しいお問い合わせは、団体担当者また
は下記までご連絡ください。

　　　　　　

２月１日（金） 正副会長会議
２月１日（金） 消防組合議会
２月８日（金） 自治功労者表彰式
２月８日（金） 町村長会議

町村会の予定2 ― 3月

全国町村職員生活協同組合宮城県支部 
（宮城県町村会事業推進課）

TEL 022-221-9203


